
緊急時における対応フローチャート

1 火災発生時における対応
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校 内 で 火 災 発 生

消火できるか

消火完了・事務室に報告

第一発見者
周辺の教室に連絡

事務室・教務室に通報

緊急放送・関係機関への通報・校内状況の把握

事務室・教務室に通報

第一発見者・初期防火班

初期消火
授業中の場合

・「火災発生、火災発生。○階

○○室で火災が発生しました。

先生の指示に従い、○○階段

を使って、校庭に避 難しなさい

。」

休憩時間中の場合

・「火災発生、火災発生。○階

○○室で火災が発生しました。

校舎内にいる生徒は、近くの先

生の指示に従い、○○階段を

使って、校庭に避難しなさい。

校庭と体育館にいる生徒は、校

庭の避難場所に避難しなさい。」

避 難 開 始

通報連絡班

①119番通報

②附属学校運営部に通報

（内線 7865）

③正門守衛に通報（内線 7138）

自衛消防隊長・副隊長

（校長・副校長＋主幹教諭）

①校内に待機している生徒の

有無の確認

②消防隊到着後

・火災の延焼状況

・延焼物件

・危険物品の有無

・逃げ遅れの有無 等

の情報を提供。

・出火場所への誘導

避難誘導班

以下の実施

①避難経路の完全確認

②生徒の安全確保

以上を実施した上での、

避難誘導の実施

・避難経路の確認

・避難時の行動の確認

「押さない」「走らない」

「しゃべらない」「戻らない」

・出席簿を持って避難

防護安全措置班

以下の実施

①防火扉の閉扉

②ガスの元栓の閉鎖

③冷暖房設備等の使用停止

④危険物施設の安全措置

搬出班

以下の実施

①非常搬出

・非常搬出物

・水損、盗難、延焼等の

防止

救護班

以下の実施

①救護

・校内の巡回

残留者の有無の確認

・救護所の設置

負傷者の応急手当

負傷者の所属、氏名、

負傷程度等必要事 項の 記録

・救急隊との連携

自衛消防隊長・副隊長

（校長・副校長＋主幹教諭）

以下の確認

①延焼の有無の確認

②延焼物件

③出火場所の確認

避 難 完 了

自衛消防隊長・副隊長

（校長・副校長＋主幹教諭）

①校内に待機している生徒の有無の確認

（最終確認）

②避難者の各学年の人員点呼の集計

③各班からの報告の集計、総括

④最終的な被災状況の把握

学年主任

①各学級の人員点呼の集計

②自衛消防隊長・副隊長に集計結果を報告

学級担任

（教科担任）

①各学級の人員点呼

②学年主任に点呼の結果を報告

防護安全措置班

①防火扉の閉扉②ガスの元栓の閉鎖③冷暖房設備等の使用停止④危険物施設の安全措置 の有無の報告

避 難 完 了 後 の 対 応

救護班

①残留者の有無②負傷者の有無、容態等 の報告

搬出班

非常持出、水損・盗難、延焼等 の有無の報告

負傷者がいるか

授業再開できるか

校舎が使用できるか

授業中止

ただちに下校

授 業 再 開

事 後 の 対 応 と 措 置
事件・事故対策本部の設置

①情報の整理と提供

附属学校運営部（内線 7865）、附属学校課

小金井警察署（042-381-0110）

小金井消防署(042-384-0119)

小金井市教育委員会（042-383-1111）

②保護者等への説明

③負傷者へのケア

④教育再開準備

⑤報告書の作成 →附属学校課

⑥災害共済給付請求


